
一次対策実施と二次対策内容決定に向けたスケジュールについて

一次対策工事の実施時期と二次対策内容を決定するための話し合い、調査、検討時期について、スケジュール案

を図に示します。

○ 一次対策については、平成 23年度末に環境大臣同意を得て、平成 24年 6 月から工事開始する計画です。

○ 二次対策は、二次調査、水位・水質常時監視、周辺地下水調査を実施し、住民の皆さんと話し合い、検討委

員会の助言を得ながら、また、県議会へも随時報告しながら平成 24 年 5 月までに対策内容を決定すること

を目指します。
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上記スケジュールのうち二次対策工に関係する部分は、産廃特措法延長法案がH24.6頃に可決された場合を想定している。
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モニタリングへ

●二次調査内容（大筋）
●二次調査内容（詳細）

○一次対策内容（詳細）
○周辺地下水調査内容

○有害物の定義

二次対策方針に関する事項 ○有害物範囲の設定（2次調査結果より）
○ｐH依存性試験の活用方法
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